
山形県知事吉村美栄子様

洋上風力発電事業に関する意見について

本年10月3日に「遊佐町沖」は再エネ海域利用法に基づく「促進区域」に、「酒田市沖」は

「有望な区域」に指定されました。しかし、多くの住民はいまだに再エネ海域利用法に基う

く洋上風力発電の進め方の仕組みや計画概要も知らず、住民の合意形成がなされているとは

いえません。わたしたちは、遊佐町沖および酒田市沖の洋上風力発電事業について、各種説

明会への参加や諸会議の傍聴に努め、情報の収集や発信、学習会の開催などを行ってきまし

たが、洋上風力発電に対する不信感、懸念は深まるぱかりです。

当会ではこれまで知事に対し、 2022年8月26日と 2023年2月20日付けの 2 回、公開質問

状を出し、それぞれに知事名の回答をいただいてきましたが、今年3月23日の知事の定伊信己

者会見において、当会からの公開質問状に関する質問に対し、知事は公開質問状が出された

こと自体を知らない対応であり、わたしたちは樗然としました。

洋上風力発電事業については、あくまでも推進を前提とする県と、計画を強引に進めず立

ち止まってほしいという住民との議論は、全くかみ合うことはなく、いくら発言しても住民

の声は届かないと感じております。

つきましては、洋上風力発電の諸問題について、当会の意見をお伝えいたします。もし見

解に相違があれば、県の考えを 12月20日までお返しください。この意見書は報道機関に情級

提供するとともに、当会のホームページ及びFacebookページ等で公開いたしまt。

わたしたちは、これまでの公開質問やアンケート、学習会の記録等を全て活字にして公開

しています。それは、このま主事業が進められ、後世に判断されることになったとしても、

あの時こういう侘民の意見があったということを記録に残すためです。何か事が起きたとき、

「想定外でした。」と言うことは許されません。
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別添1

1.地域住民の声を聞く温かい県政について

国では、県が行った説明会の回数や資料配付等をもって、吐也域住民の合意形成に向けた

一定の努力を行ってきたと思料される」と評しました。しかし、議論はかみ合わず、住民の

声はほとんど届いていませノV。今の洋上風力発電の進め方は、吉村県政の「県民視点・現場

主義・対話重視」「心の通う温力北、県政」と大きく飛籬しています。

洋上風力発電事業に関する意見の要約

2.風力発電をめぐる知事の姿勢の違いについて

知事は、内陸部の風力発電計画に対してはいち早く懸念を表明しました。一方庄内では、

県と酒田市が事業者となり、酒田市十里塚海岸の風力発電を強引に進めました。そして遊佐

町沖、酒田市沖の洋上風力発電でも、住民に多くの懸念の声があるにも関わらず推進に邁進

しています。知事の、蔵王は開発から守るが、庄内の砂丘や海は大規模に開発しても構わな

いという姿勢は、庄内地域の住民の心佶を逆なでし傷つけています。住民に理解を求める前

に、知事及び県担当者は、庄内の自然環境と文化の価値、住民の心情を理解すべきです。

3.事業想定海域の離岸距離と環境、景観、健康への影響について

海夕梧者国での籬岸距高樹士、 12海里(22.2km)以上(中国や韓国では 10km以上)になって

おり、遊佐町沖や酒田市沖の雛岸距籬は、海外では許されない至近距籬です。このままでは

漁業や環境への影響、大規模な景観改変、健康被害のおそれがあります。影響が出た場合、

それは公害であり、その責任は事業者のみならず、区域を設定した国や県にあります。

経済効果の前に、県民の安全安心な暮らしを守ることを第一義として、県は責任ある姿勢

で対応すべきであり、海外並みの雛岸距離に設定し直すべきと昔えます。

4.洋上風力発電の拠点港湾(基地港湾)指定について

知事は遊佐町沖の促進区域指定を歓迎するコメントを出されましたが、わたしたちは、住

軽アルミの撤退によりバラ色の夢が破綻した酒田北港開発を忘れません。洋上風力発電によ

る経済効果や、若者の定着、移住・定住が進むという話は、酒田北港開発以上に説得力があ

りません。とくに酒田市では、洋上風力発電の諸闇題は語られぬ・一方、拠点港湾整備の期待

ぱかりが語られ、本末転倒です。

5.山形県エネルギー戦略と日本風力開発(株)について

山升列具では、長年・にわたり日本風力開発件知100%出資の子会社の取締役所長を、特卿何哉

のエネルギー政策総合アドバイザーに任命し、氏は遊佐町沖・酒田市沖洋上風力発電に係る

諸会議でもアドバイザーとして事業を牽引してきました。わたしたちはかねてから、業界関

係者の起用は公平性に疑問があり適切ではないと問題視してきました。今般の贈収賄事件発覚

を受けて、氏が関わった県エネルギー戦略そして遊佐町沖、酒田市沖の洋上風力発電計画を

再検討すべきと昔えます。エネルギー戦略の基本構想「再生可能エネルギーのイ垢冷基地化」

をめざすために、かけがえのない環境や景観を改変し、漁業者や地域住民に負担や我慢を強

いるべきではありません。

6,民主主義と地方自治について

洋上風力発電事業は、地域での議論と要望を受けて進めるはずが、実際にはなかぱ国策と

して資源エネルギー庁が強力に主導し、県、市町は国の方策に追従、協力tる形で、住民の

声を無視し強引に進められています。わたしたちは民主主裟と地方自治の形骸化を危限しま

す。知事は、国の意向だけでなく地方自治の精神に立ち返り、「県民視点・現場主義・対'話

重視」を実践して、民主的な手法で進めるべきと苦えます。
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別添2

1

洋上風力発電事業に関する意見

地域住民の声を聞く温かい県政について

洋上風力発電は、漁業や環境、景観へ大きな影粋を与え、健康被害のりスクもあります。

遊佐町ではこれまで何回も県による住民説明会が開催され、説明を聞き、意見を言う機会が

ありました。しかし、酒田市ではこれまで一度も住民説明会が開催されておりませノV。

当会が7月9日に行った第5回学習会には県内外から200名を超える参加があり、多くの発

言がありました。アンケートには、県や酒田市、遊佐町に声を届けてほしいと、多くの意見

が寄せられましたのでお届けします。(別添第5回学習会記録参照)意見は事業に対する懸念、

説明会や意見交換を求める声が多く、賛成意見はありません。廃業の危機を訴える漁業者の

声もありました。この声はけっして「・一部の反対の声」ではなく、切実な地域住民の声です。

国や県では、説明会の回数や、遊佐町広報折り込みの資料酉酎寸等をもって、「地域住民の合

意形成に向けた・定の努力を行ってきたと'思料される。」と評していますが、説明会では、ほ

とんどが反対や懸念の声で紛糾したことは、担当課が一番分かっているはずでt。

今後、酒田市でも法定協議会が設置され、二つの協議会が動き出します。法定協議会にお

いては、住民の安全安心な暮らしゃ漁業などの地域産業を守ることを第一義に、予防原則に

則った姿勢で議論に臨んでいただきたいと昔えます。

そして「県民視点・現場主義・対話重視」「心の通う温かい県政」を標袴する吉村県政とし

て、もっと現場に出て、住民と対話し、住民の声に耳を傾けてほしいと思います。

2 風力発電をめぐる知事の姿勢の違いについて

このことについては2023年2月20日付けの公開質問でもお尋ねしています。

知事は、羽黒山周辺の風力発電計画について「出,羽三山は山形、日本の宝。あり得ない」と

否定的な見解を示し、結果計画は中止されました。また、宮城県川崎町での風力発電計画につ

いては、「蔵王は山形を代表する観光地。選んでほしくない」と述べ、これも主た計画は中止

されました。最近では、尾花沢市と舟形、最上両町にまたがる山地で関西電力が検討Lている

風力発電事業について、知事は「(自然災害や環境影粋への)対策が難しいのではないか」と

否定的な昔えを示Lました。

知事は、内陸部の風力発電計画に対しては、いち早く懸念を表明しました。これにより多く

の県民が知事の姿勢を支持し、計画中止に安堵したと思われます。しかし・一方で、酒田市十里

塚海岸では、多くの反対の声があったにも関わらず県自らと酒田市が事業者となって強引に建

設を進めました。そして遊佐町沖、酒田市沖の洋上風力発電事業もまた、住民に疑問や不安の

声があるにもかかわらず推進しようとしています。

その姿勢にわたしたちは大きな矛盾を感じます。知事の、蔵王は開発から守るが、庄内の砂

丘や海は大規模に開発するという姿勢が、どれだけ庄内地域の住民の心情を逆なでし、傷つけ

ているかということに思いが及ぱないのでしょうか。

第3回法定恊議会において、県は地域振興策のひとつとして、洋上風力発電事業を活用した

観光振興の取組みを挙げました。蔵王で観光の妨げとなると判断した風力発電が、どうして遊

佐沖では観光資源となりえるのでしょうか。蔵王や出羽三山と同じように、鳥海山と飛島が歴

史的、信仰的に結びついた庄内の海も、タ陽の景観も、かけがえのない宝ものでt。

遊佐町や酒田市で、洋上風力発電による観光振興を期待する声は聞きません。遊佐町の観

光の中核は、鳥海1_Uを核としたありのままの自然環境、景観であり、それをもとに観光業の

多くが成り立っていまt。そd)豊かで美しい自然環境の魅力ゆえに移侘定侘をtる人も多い

のでt。巨大風申が立ち並ぶ海に魅力を感じて移侘する人が、果たしているものでしょうか。
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知事は、この件についての当会の質問に対し、「事業者や冉治体が地元侘民・関係者に対し

て丁寧な説明を行いながら、再エネ導入について理解を求めていく事が重要である。」と回答

しましたが、とうてい理解できるものではありません。庄内の冉然環境と文化の価値を学び、

住民の心情を理解すべきは、知事及び県の担当者の方だと思います。

3 事業想定海域の離岸距離と環境、景観、健康への影響について

海外諸国での既岸凪雫推の制度は、生態系保全や景観への配慮から 12海里(22.2km)以上沖

合に籬tことになっています(中国では 10km)。ー・方、遊佐町沖、酒田市沖の禹隹岸距何似土 5加

以内であり、海外ではあり得ない至近距離でt。まして酒田市沖では背後地に多くの住民が

暮らしています。この離岸距籬の設定根拠についてはこれまで2022年8月26日付けの公開質

問状や、住民説明会などで何度も、国や県に質問してきましたが、明快な山1答はありません。

つまるところ、その設定根拠は「着床式で建設可能な水深であることと、直接の利害関係

者が明らかな共同漁業権漁場に重ねたものである。」としか考えられませノV。それは漁業関係

者に多大な負担を強いるものであって、魚類や鳥類、海流や漂砂など環境への影響、景観の

大幅な改変、そしてなによりも住民の健康被害発生への配慮がなされておりません。

このような設定は、洋上風力発電先進諸国の制度を真っ向から否定するものです。外国と

は地形条件や制度が違うのは当然です。しかし、同じ外国製の発電機を使いながら、なぜ日

本では影響がないと言えるのでしょうか。わたしたちはその根拠が見いだせません。

陸側から見る日本海や夕陽の景観の改変もさることながら、飛島定期航路から見る鳥海山、

庄内海岸の景観も大きく変わります。はたしてこの景観は、鳥海山・飛島ジオパークにふさ

わしい景観でしょうか。国指定最上川鳥獣保護区に飛来する野鳥への影響も未知数であり、

海洋でのバードストライクの調査は不可能に近いと思われます。

このまま事業を進めれば、日本は、環境や景観、住民の健康に配慮しない、SDG'Sの目標に

配慮しない国として海外諸国から批判を受けることになると思われます。

環境、景観、健康、そして沿岸漁業への影響に対する、多くの侘民の懸念は、ほとんどが

この異常とも言える籬岸距雛に起因しています。本年5月16日の参議院厚生労働委員会にお

いて、立憲民主党の川田龍平議員が洋上風力発電について質問し、遊佐町沖の計画を「海外

から見れぱ非常識な計画」と評しましたが、酒田市沖も同様です。環境省では「風車騒音と

健康影響の明らかな関連を示す知見は得られていない」と言いますが、現実としてけ風車病」

と呼ぱれる健康被害が国内外で発生していることは、紛れもない事実です。

わたしたちは、風力発電による耳に閉こえない超低周波音を含む騒音や振動による睡眠障

害や健康被告斗こついて、強い不安を抱いてい主す。既存陸上風車でも、苫情が届いていない

から被害はないということではなく、影料を感じていても声を上げられない住民もいるとい

うことに思いを寄せてください。

もし影響や被害が発生Lた場合、この洋U凰力発電事業は「公害」となりまt。その責任

は、当該区域内で計画するしかない事業者のみならず、区域を設定した国、県、市の行政に

も責任があることは明らかだと思いまt。

住民の安全安心な暮らし、健康で文化的な暮らし、そして沿岸漁業などの地場産業を守る

ことは行政の最重要課題であるはずです。県は、責任ある姿勢で対応すべきであり、海外詑

みの籬岸距既に設定し直すべきと昔えます。

4 洋上風力発電の拠点港湾(基地港湾)指定について

山形県と酒田市は、拠点港湾の指定を受けれぱ、産業振興になると期待してい主tが、国
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内に風力発電機を製造するメーカーはなく、洋上風力発確の部材のほとんどが輸入により調

達されます。すでに拠点港湾の指定を受けた能代港、秋田港、新潟港周辺で、今後風力発電

機製造工場や関連工場が集積し新規雇用が増えるかは米知数です。

知事は 10月3日の促進区域指定を受け、「今後とも、地域や漁業との共存共栄の昔えのも

と、洋上風力の導入によって、産業振興や雇用確保が進み、若者の定着、移住・定住などの

地域の幅広い分野に効果が及び、地域活性化、ひいては本県の発展につながるよう、地域の

皆様と連携しながら、丁寧に取り組んでまいります。」とコメントしました。

わたしたちは、酒田北港開発の経験を忘れません。当時、アルミ精錬工場が立地すれば、

圧延、加工と関連産業が周辺の工業団地に立地するというバラ色の夢が振りまかれました。

戦後の植林により、ようやく成林したクロマツは 40 ガ本以上が伐採され、鳥海国定公園も・・

部解除されて掘込み港湾建設が行われ、周辺には関連産業の立地を見越した広大な工業団地

も造成されました。しかし、その夢は住軽アルミの撤退により破綻し、上業団地も長年空き

地だったことは周知の事実です。洋上,風力発電による経済効果や、移住・定住に効果という

話は、酒田北港開発以上に説得力がありません。

また酒田市沖洋上風力発電では、洋 k風力発電のデメリットは語られぬ・方、拠点港湾整

備を期待する声ぱかりが強調され、目的とf段が逆転L本末転倒と感じられます。

5

2012年度に策定された「山形県エネルギー戦略」では、基本構想の第・に「再生可能エネ

ルギーの供給基地化」を掲げています。そして、2030年度の新たなエネルギー資源の開発目

標の約半分の 45.8 万 kW を風力発電でまかなう計画は、既存の 20ookW級の風市200 基分以上

の規模であり、陸上風車ではとうてい達成困難な目標と思われます。

エネルギー戦略策定委員会は、のちに山形県エネルギー政策総合アドバイザーけ也方公務

員法にもとづく特卿何脚となる山家公雄氏(2023.6.15 退任)(※エネルギー戦略研究所(株)

取締役研究所長・元東北公益文科大学特任教授、現京都大学特任教授)が委員長として主導

してきました。(※エネルギー戦略研究所(株)は日本風力開発(株)100%出資の子会社)

山家氏は 2015年の公益大特任教授時代に「日本海風カコリドー構想」を知事に提言してい

ます。そして、2016年のエネルギー政策推進ブログラムの見直し検討委員会でも委員長を務

め、参昔人として出席した日本風力開発(株)塚脇社長は、酒田沖に洋上風力 100基建設すれぱ

戦略は逹成できると発言しました。その後策定された後期エネルギー政策推進プログラム

(2021~2030)では、洋ヒ風力発電による大規模事業の県内展開が第一の視点に据えられまし

た。酒田市卜里塚海岸の県と市による風力発電、そして遊佐町沖・酒団市沖洋上風力発電は、

山家氏の描いた「日本海風カコリドー構想」の具体化に他なりません。その山家氏は地域協

調型洋上風力発電研究・検討会議及び、遊佐沿斧域部会、酒田沿岸域部会の両方にアドバイ

ザーとして名を連ねていまt。山形県ではこのように、日本風力開発中知の関係者が、長

年県のエネルギー政策の要職に就いて風力発電事業を推し進めてきており、わたしたちはか

ねてから公平性と透明性に問題があると訴えてきました。

今般、洋_ト_風力発電を巡り発生した、日本風力開発(株)による贈収賄事件で、洋上風力

発電は利権と不正を生む巨大ビジネスとなり、クリーンであるべき再エネの行く末に水を差

す事案であることが明らかになりました。経産省(資源エネルギー庁)ではこの度の事件を

受け、1司社に対し補助金交付の停止と、今同促進区域に指定された「青森県沖日本海南仰山

と「山形県遊佐町沖」の2区域について公募への参加を認めなしヰ昔置をとり、同社および(・ー

〒D 日本風力発電恊会に対L行政指導し主Lた。

いくらエネルギー戦略のじ井票達成のために、風力や太陽光発電の開発を行っても、不安定

な再エネでは火力発電などのべース電源をなくt事はできず、C舵の削減にはつながりません。

山形県エネルギー戦略と日本風力開発(株)について
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住民が支払う電気代も再エネを進めるほど高くなります。そして今は、再エネ電力の過剰供

給時には、東北電力管内でもすでに大規模な出力制御が行われており、せっかく発電した電

力が無,駄に捨てられている状況です。

わたしたちは、再生可能エネルギーは小規模分散、地産地消であるべきと苔えます。「再生

可能エネルギーの供給基地化」をめざすために、地域の環境や景観を改変し、漁業者や住民

に負担や我慢を強いるべきではないと昔えます。

山形県は、拙速に「電力供給基地化」を目指すのでなく、今同の事件の顛末も見据え、先

行している秋田県の諸影響の発生動向や、浮体式の開発動向、海外の諸事情等も調査しなが

ら、事業実施海域を見直し、沖合に変更するなど検討すべきと昔えます。

6

洋上風力発電をめぐり、説明会や公開質問で県とやり取りを重ねてきて切実に感じるのは、

山汗列具のエネルギー政策推進における民主主義と地方向治という昔え方の欠如です。

説明会等において、県はいいことし力晴吾らず、不都合な情都、例えぱ、諸外国の離岸距酢

の制度や国内外で発生している健康被害の情報や漁業影響等については説明しませんでした。

担当職員は知らなくても、エネルギー政策総合アドバイザーが知らなかったとは芳えられま

せん。偏った情報を提供Lてきたと捉えざるをえません。

国へ情報提供Lた公文書の開示についても、「開示をすることにより、県民その他のものに

不当に混乱を生じさせるおそれがあるため」として、小さなフォトモンタージュの部分を開

示しませんでした。山形県情報公開条例は、不開示情綴以外について開示しなけれぱならな

い義務を併せて課しています。既に意思決定を終え国に情報提供済みの公文書が不開示情報

に該当tるとは昔えられません。それが県民その他のものに不当に混乱を生じさせるとすれ

ば、それは県の意思決定が混乱を生じさせる内容であったということになります。

審査請求ののち、山形県情報公開・個人情報保護審査会の答申があり開示されはしました

が、なぜ環境エネルギー部は開示Lようとしなかったのか、不都合なことは開示したくなか

つたからではないかと不信感が募ります。情報公開は、民主主義の基本でt。

また、遊佐部会については、「地域住民の代表も参加する遊佐部会」という言い方を再三L

ていますが、地区では話し合いや報告はされたことがなく、県や町が地区での議論をうなが

すこともしませんでした。

国への情報提供の中では「一令和3年1月の遊佐部会及び令和3年2月の研究・検討会議に

おいて、法定協議会の設置を昨年度に引きつづき国に要請していくことが"Υ承"された。」

としています。設置要綱によれぱ、遊佐部会は議論の場であって意,思決定の場ではありませ

ん。議事要旨を見る限り、決をとってもいません。国、県、市町はイ本となって、洋上風力

発電計画を推進L、自治体の長は、住民の声を閉こうとせず、安全で安心できる暮らしを守

ろうとしません。

このようにして、民主的とはいえない、強引な進め方が続き、遊佐町沖は、有望な区域と

なり法定協議会が設置され、本午'10月3日に促進区域に指定されました。酒田市沖は、住民

向け説明会が一度も開催されないまま、有望な区域に整理されました。

洋上風力発電事業の諸闇題は、単にエネルギー問題にとどまり主せん。民主主裟と地方自

治の形骸化が問われているのです。知事は、エネルギー政策を進めるにあたって、民主主義

と地方自治を再昔し、「県民視点・現場主幾・対・話重悦」を実践してください。

民主主義と地方自治について
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